
スクール・ミッション及び
スクール・ポリシーの策定
状況等について
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発表内容

岡山県教育委員会

１ R3.3.31付け、改正省令等への取組状況

２ スクール・ミッションの再定義に向けての取組状況

３ スクール・ポリシーの策定状況

４ 高等学校と関係機関等との連携協力体制の整備状況

５ 高等学校の特色化・魅力化に向けた方策
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１ R3.3.31付け、改正省令等への取組状況

岡山県教育委員会

スクール・ミッション スクール・ポリシー
関係機関等との

連携協力体制の整備
普通科改革

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

本県の方針を通知

AP策定・公表の要領を通知

※AP公表

※ GP、 ※ CP策定・公表の要領を通知

スクール・ポリシーの公表

自治体を訪問

スクール・ミッションの
再定義・公表（予定）

R4年度以降に制度設計
することを決定本県の方針を通知

各県立高校等は、外部連
携組織を構築し、スクー
ル・ミッションやスクー
ル・ポリシー、学校運営
の充実等について協議

※GP：グラデュエーション･ポリシー
CP：カリキュラム・ポリシー
AP：アドミッション・ポリシー
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２ スクール・ミッションの再定義に向けての取組状況

岡山県教育委員会

(1) 再定義状況
ア 各県立高校及び県立中等教育学校への本県における方針の通知（R3.5.25）

県立高校及び県立中等教育学校について、今後、県教育委員会において、各校やその立地する
市町等と連携しながら、再定義

イ 自治体からの意見聴取
・７～11月 県内すべての自治体を訪問

ウ 県立高校及び県立中等教育学校の取組
・各校は、関係する機関又は団体から構成する組織（外部連携組織）を構築し、そこでスクール・
ミッションに関する事項について協議し、県教委に報告

(2) 公表時期
令和３年度末の公表予定

(3)  適用期間
令和５～令和10年度まで(「岡山県高等学校教育体制整備実施計画」 (H31.２月策定)の計画期間)

(4) 策定にあたり苦労している点 等
〇表現や内容の具体性や妥当性
・内容によっては、教員配置、施設・設備の整備、予算措置が必要

○都市部の普通科高校におけるスクール・ミッションの差別化
〇改正省令等の公布からｽｸｰﾙ・ﾎﾟﾘｼｰの根拠となるｽｸｰﾙ・ﾐｯｼｮﾝの再定義までの期間が不十分
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３ スクール・ポリシーの策定状況

岡山県教育委員会

(1) 策定状況
ア 各県立高校等への本県における方針の通知（R3.5.25）

(ｱ) 方針
・令和４年度以降の入学生に対して、毎年度、策定し、ホームページ等で公表すること。
・県教育委員会において、各校のスクール・ポリシーをとりまとめたものを公表する。
・中等教育学校においては、アドミッション・ポリシーについても策定し、公表すること。また、
前期課程から後期課程までを通したスクール・ポリシーを策定すること。

(ｲ) 留意事項
・「生徒や学校外の関係者から意見やニーズ等を十分聴取すること。」
・「県教育委員会が再定義するスクール・ミッションを踏まえて策定すること。ただし、当該再
定義に先行してスクール・ポリシーを策定する場合は、県教育委員会及び各校が定める各種計画
及び方針等を踏まえること。」

・「校長がリーダーシップを発揮しながら、全教職員が当事者意識をもって参画し、組織的かつ主
体的に策定すること。」

・「中長期的な展望に基づき策定すること。」
イ 県立中学校（併設型）への策定・公表の依頼（R3.7.12）
・県立中学校においては、県立中等教育学校と同じ入学者選抜を実施していることから、県立中等
教育学校と同様、スクール・ポリシーを策定し、公表することを依頼
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３ スクール・ポリシーの策定状況

岡山県教育委員会

(2) 公表時期及び適用期間

(3)  内容
次のスライド参照

(4) 策定にあたり苦労している点 等
〇各ポリシーにおける表現や内容（特に、カリキュラム・ポリシー）
・中学生等への分かりやすさ
・新学習指導要領との整合性
・ポリシー同士の整合性

〇学校内外における学校関係者の参画具合
〇R3.3.31付け改正省令等の公布からスクール・ポリシーの策定までの期間が不十分

校種 対象生徒 ｸﾞﾗﾃﾞｭｴｰｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾎﾟﾘｼｰ ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ･ﾎﾟﾘｼｰ

高校
令和４年度入学生用 令和３年11月10日以降 令和３年７月１日

令和５年度以降の入学生用 各年度において、入学する前年度の夏頃までに

県中

中等

令和４年度入学生用 令和３年10月８日以降

令和５年度以降の入学生用 各年度において、入学する前年度の夏頃までに
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３ スクール・ポリシーの策定状況

岡山県教育委員会

岡山 高校魅力化推進室 検索

県立高校 51校
県立中学校 ３校
県立中等教育学校 １校
市立高校 12校

の計67校を一覧表にして掲載
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４ 高等学校と関係機関等との連携協力体制の整備状況

岡山県教育委員会

(1) 整備状況
ア 各県立高校及び県立中等教育学校への関係機関等との連携協力体制の整備についての通知（R3.7.26）

(ｱ) 方針
岡山県では、学校運営協議会制度を令和元年度に導入し、地域と学校の実態を踏まえながら、

県立学校への導入を積極的に検討していることに加え、令和３年３月３１日付けで令和４年度か
ら高等学校及び中等教育学校の後期課程においては、関係機関及び関係団体との連携協力体制の
整備が努力義務化されることにより、新高等学校学習指導要領で掲げる「社会に開かれた教育課
程」の実現による各校の魅力化・活性化をより推進する方策として、県立高等学校及び県立中等
教育学校においては、令和３年度から、各校及び関係する機関又は団体（以下「機関等」）から
構成する組織（以下「外部連携組織」）を構築すること。

(ｲ) 役割
外部連携組織においては、次に掲げる事項について協議を行うとともに、構成する機関等から

の協力を求めるものとする。
・学校の存在意義や社会的役割に関する事項
・学校経営方針や各校における三つの方針（スクール・ポリシー）の策定に関する事項
・学校運営の充実に関する事項
・各学科や学校全体における教育活動の充実に関する事項
・その他各校が必要とする事項
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５ 高等学校の特色化・魅力化に向けた方策

岡山県教育委員会 9



５ 高等学校の特色化・魅力化に向けた方策

岡山県教育委員会

課題
○小規模化する学校（４学級未満）において、
定員充足が困難な状況

〇入学者選抜の在り方
・現在、２月と３月の２回実施。少子化や私
学への流出等により、志願倍率が低下。

〇学区制の在り方
・現在６学区制。生徒減少等に伴う対応を、
令和４年度に検討予定。

〇県立高校と地元自治体との連携協力体制
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